
食品中の放射性物質基準値

 

対象核種 　　　　　　基準値（Bq/kg)

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52号）

食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）

 

  

 

 

   

 

 

 

放射性セシウム

牛乳・乳飲料

乳製品

乳製品を主要原料とする食品

飲料水

茶を含む清涼飲料水

乳児用食品

その他食品
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ただし、米及び牛肉については、平成24年10月1日から適用

※上記基準値は平成24年4月1日から適用


